
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

児玉商工会（法人番号 7030005009341） 

本庄市  （地方公共団体コード 112119） 
実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11 年 3 月 31 日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者が、今後の経営持続のために何が必要なのか、何が求められて

いるのかを分析したうえで、事業を再構築することを目指す 

【目標②】小規模事業者が、消費者のニーズや新たな需要を分析したうえで、販路開拓

を強化し、消費者取引や企業間取引を拡大させることを目指す 

【目標③】小規模事業者が、IT を活用し、販路開拓や生産性向上等を実現させることを

目指す 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者が、今後の経営持続に何が必要なのか、何が求められているのかを把握

するためのひとつの手段として「地域の経済動向分析」を実施し、結果を公表する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者の消費者のニーズや新たな需要の分析に向けて、「児玉商工まつり」等

のイベントを活用し、消費者のニーズ等を把握するための需要動向調査を実施する。 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者が、自社の現状を把握した上で事業を再構築するために、経営分析（財

務分析・非財務分析の双方）を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ

たうえで、小規模事業者の事業計画の策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者が消費者取引や企業間取引を拡大させるために、「展示会等の出展支援」

や「IT 専門家派遣事業」、「SNSを活用した販売促進支援」による販路開拓の個社支援

を実施する。 

連絡先 

児玉商工会 

〒367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉 325-5 

TEL: 0495-72-1556  FAX: 0495-72-1948  E-mail: kodama@syokoukai.jp 

本庄市役所 経済環境部 支所環境産業課 

〒367-0298 埼玉県本庄市児玉町八幡山 368 

TEL: 0495-72-1334  FAX: 0495-72-4216  E-mail: kdm-sangyo@city.honjo.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 本庄市の概況 

本庄市（以下、当市）は、東京から 80 キロメートル圏、埼玉県の西北に位置する面積 89.69 平方キロ

メートル、人口約 8 万人の都市である。東は深谷市、西は上里町・神川町、南は美里町・長瀞町・皆野町、

北は利根川をはさんで群馬県伊勢崎市に接している。 

地形は概ね平坦で安定した地盤を有しているが、長瀞町などとの境界に近い南西部は、陣見山などの 500

メートル級の山々が連なる山村地となっている。自然災害は少なく、気候は夏に雨量が多く、冬に少ない

東日本型気候であり、水と緑豊かな自然環境に恵まれたところである。 

交通では、JR 高崎線、八高線、上越新幹線、関越自動車道本庄児玉インターチェンジや国道 17 号・254

号・462 号などの主要道が縦横に走り、東京と上信越方面を結ぶ交通の要衝となっている。平成 16 年 3

月には上越新幹線本庄早稲田駅が開業し、東京駅からの所要時間は約 50 分に短縮されている。 

 

 
出典：本庄市観光協会「本庄市観光ガイドブック」 
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ⅱ_工業 

かつて、当会管内（旧児玉町）の代表的な地場産業は瓦産業であった。しかし、建築様式の変化、大規

模生産地からの市場流入により事業所数は大幅に減少し、現在操業している企業は1社のみとなっている。 

物流に関しては、当市は、交通網が発達 首都圏からのアクセスがよく、本庄児玉インターチェンジを

中心に他県へのアクセスも非常に便利な位置にある。また、地盤が強いため、耐震性が高く、近年の異常

気象による災害被害もほとんどない状況で安心安全な操業が期待できるという強みがある。 

この立地上の強みを活かし、当市には、出版印刷業・機械金属加工業・電子機器製造業・化学製品製造

業・鉄鋼業など多くの企業が集積している工業団地が 2 つある（下表）。また、当会管内の中心を走る国

道 254 号沿いに新たな食品製造業の集積を図る企業誘致をはじめ、工場見学等を通じた「産業観光」を推

し進めている。 

児玉工業団地 関越自動車道本庄児玉インターチェンジより 3.3km の南西部に位置し、

専用道路が設備されており、企業数 54 社で形成されている（うち本庄地

区 23 社）。 

児玉・神川うめみの工業団地 都心から埼玉県の北西へ約 80km 圏に位置し、本庄市児玉町と神川町の両

町に立地し、県立上武自然公園の区域内にあり、緑と自然に包まれた自

然環境にめぐまれた場所に位置し、企業数 10 社で形成されている（うち

本庄地区 7 社）。 

出典：児玉商工会現地確認調査 令和 5 年 9 月 15 日現在 

一方、上越新幹線の「本庄早稲田駅」から都心まで 50 分と通勤も十分可能となっているため、市内に

支店や工場を構える大手企業は地元から新たな人材確保を行っていない現状がみられる。 

また、工業団地内に企業が多数操業するなか、市内の中小零細企業との連携やマッチングが行われてお

らず、企業課題に対する小回りの効いた対応策が図れていないのが課題である。 

 

ⅲ_観光産業 

近年の観光の形態と て、従来型の名所旧跡やレジャー施設などを訪れるタイプだけではなく、国内の

交通機関の発達により、日帰り観光の増加や地域に根ざした生活文化を地域の時間に併せて体験する体験

型観光、食・グルメを味わう観光スタイルが脚光を浴びている。 

当会管内には、埼玉ゆかりの三大偉人のひとり「塙保己一」に代表される郷土の偉人の足跡、地域の人々

と共生してきた豊かな大地・森林など、様々な資源がちりばめられている。また、本庄のおもてなしの心

を実感してもらう｢まちの駅｣のネットワークが形成されており、市外から訪れる人たちとの交流が図ら

れ、一過性でない息の長い観光施策の推進に役立っている。 

今後は、魅力ある観光資源の発掘・創出・活用を行い、市内外への PR 強化、観光ブランド化を通じた

満足度の向上、また市民協働による受入体制の強化により、本市の観光価値を高めることが重要である。 
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(b)業種別の事業所数（小規模事業所数）の推移 

ⅰ_当市全体 

当市の平成 24 年の事業所数は 3,559 社、令和 3 年の事業所数は 3,272 社である。 

 小規模事業所数は平成 24 年が 2,688 者、令和 3 年が 2,276 者であり、9 年間で 15.3％減少している。

産業別にみると、卸・小売業（△101 者）、建設業（△91 者）、製造業（△55 者）の減少数が大きくなって

いる。一方、医療、福祉では、小規模事業所数が増加している。 

■業種別の事業所数及び小規模事業所数 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療、
福祉

他サー
ビス

その他 計

平成24年
事業所数 379 335 24 844 435 242 896 404 3,559
小規模事業所数 366 248 15 573 300 109 716 361 2,688

平成28年
事業所数 342 318 23 842 422 280 874 335 3,436
小規模事業所数 321 233 13 533 291 114 685 289 2,479

令和3年
事業所数 298 285 14 756 406 334 878 301 3,272
小規模事業所数 275 193 8 472 269 141 662 256 2,276

増減(令和3年-平成24年）
事業所数 △81 △50 △10 △88 △29 92 △18 △103 △ 287

増減割合 △21.4% △14.9% △41.7% △10.4% △6.7% 38.0% △2.0% △25.5% △8.1%
小規模事業所数 △91 △55 △7 △101 △31 32 △54 △105 △ 412

増減割合 △24.9% △22.2% △46.7% △17.6% △10.3% 29.4% △7.5% △29.1% △15.3%  
出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より一部加工 

 

ⅱ_当会管内 

続いて、当会管内の小規模事業者数を確認する。 

 埼玉県の資料によると、平成 28 年の当会管内の商工業者数は 758 者であり、そのうち 558 者が小規模

事業者となっている。 

 つまり、上記『ⅰ_当市全体』で示した平成 28 年の小規模事業者数 2,479 者のうち、当会管内の割合は

22.5％であるといえる（出典元となる資料、小規模事業者数の算出方法が異なるため、正確な割合ではな

い）。 

 

オ 本庄市総合振興計画 

「本庄市総合振興計画（平成 30 年度～令和 9 年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。 

後期基本計画を小規模事業者支援の視点でみると、①商業の振興では、本庄商工会議所・児玉商工会・

商店街連合会等の各種団体等との連携・協力による市内の商店街の活性化による地域の特性を活かした商

業拠点の維持、中心市街地等空き店舗を利用した営業を開始する事業主への改修費の助成の継続実施、本

庄商工会議所・児玉商工会との連携による中小企業の経営力の安定と向上、中小企業の設備の近代化の促

進、デジタル化の進展や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの社会情勢の変化への対応、創業希望

者に対し経済的支援にとどまらず講座等の紹介などを総体的に行う伴走型支援の実施、観光事業などとの

連携による地域の特性を活かした商業の振興、②工業の振興では、中小企業が経済環境の変動に対応しつ

つ健全に発展するための企業経営の基盤強化、既存の市内中小企業の近代化や技術革新等の強化を図るた

めの本庄商工会議所・児玉商工会等が実施するセミナー等事業の支援、③観光の振興では、関係機関と連

携した推奨土産品制度の促進による優良な特産品の開発、安心・安全な農産物のブランド化および販路拡

大などが掲げられている。 

■基本構想（平成 30 年度～令和 9 年度） 

まちづくりの 

基本理念 

みんなで育む安心・共生のまちづくり 

訪れたくなる住み続けたくなるまちづくり 

市民と行政がともに創る安全のまちづくり 

本庄市の将来像 あなたと活かす みんなで育む 歴史と教育のまち 本庄 ～世のため、後のため～ 
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政策大綱 

（商工・観光部分） 

経済環境分野 

持続可能で活力に満ちた、にぎわいと魅力のあるまち 

・地域経済と雇用を支える産業の育成・強化を図り、誰もがいきいきと働き

続けられる環境づくりを推進するとともに、地域資源を活用し、人が訪れ

たくなるにぎわいと魅力のあるまちを目指します。 

・環境の保全活動や資源・エネルギーの利活用を促進し、負荷をかけない持

続可能な社会の実現を目指します。 

■後期基本計画（令和 5 年度～令和 9 年度） 

第 3 章 経済環境分野 持続可能で活力に満ちた、にぎわいと魅力のあるまち 

施策大項目 2 商業の振興 

取組内容（施策中項目）1.魅力のある商業ゾーンづくり 

2.商店街の活性化 

3.商業経営の強化と創業の支援 

4.他分野との連携による商業の振興 

施策大項目 3 工業の振興 

取組内容（施策中項目）1.優良企業の誘致 

2.工業用地の確保 

3.工場の適正配置 

4.企業経営の強化 

施策大項目 4 観光の振興 

取組内容（施策中項目）1.伝統継承の支援 

2.観光資源の活用 

3.観光の PR・受入体制の整備 

4.特産品の開発・普及 

5.広域観光の推進 

施策大項目 5 いきいき働ける環境づくりと消費者の安全と利益の確保 

取組内容（施策中項目）1.誰もが安心して働ける環境づくりと雇用の促進 

2.多様な働き方の推進 

3.消費生活相談の充実 

4.消費者意識の向上 

※当資料は「本庄市総合振興計画 後期基本計画」より商工・観光部分の施策を引用している。引用にお

いては、「後期基本計画」より統一的な表現を用いて、項目のみを抽出するなど一部加工を行っている。 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当市の人口は減少傾向が続いており、今後も減少傾向が続くことが見込まれてい

る。このなかで当会管内は人口の減少率が高い地域である。そのため、小規模事業者においては、人口減

少による地域内消費の減衰への対応が課題となる。また、今後の経営持続のために何が必要なのか、何が

求められているのかを改めて分析したうえで、事業を再構築することが必要である。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、消費者のニ

ーズや新たな需要を分析することを通じて、この変化へ対応することが課題となる。また、生産年齢人口

の減少が見込まれ、今まで以上の労働力不足となること予想されることから、DX（デジタルトランスフォ

ーメーショ ）等による生産性向上等も必要となってくる。 

特産品では、当市は「本庄で作れない野菜はない」と言われるほど農業が盛んである。また、「つみっ

こ」や「なっとうピザライス（ナピラ）」といった独自性のある特産品もある。小規模事業者においても

これら特産品を活用した商品の開発・販売や、それに伴う差別化・高付加価値化への取組が期待されてい

る。 

当会が考える業種別の課題をみると、①商業では、消費者のライフスタイルや消費購買行動の変化への

対応、大型店や EC との差別化、事業承継、IT の利活用、②工業では、工業団地内に立地する企業と市内
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企業の持続的発展に資するためにも後継者の育成や事業承継支援に早期に取り組み、若手経営者が活躍

できるよう支援する必要がある。 

併せて、観光分野においても地元の観光資源を十分に活用できているとは言えず、現存する観光資源の

有効活用により、外からの在日、訪日外国人などを含めた観光客入り込み数の増加対策を構築する必要が

ある。 

こうした課題に対応するため、当会の役割として商工会職員の資格取得やスキルアップを図り小規模事

業者へ支援の強化をしつつ、単発な支援ではなく、継続して支援を行っていき、小規模事業者の持続的発

展に寄与することを目標に掲げ推進していくことが必要だと考えている。 

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 1 期経営発達支援計画） 

児玉商工会管内の人口減少や後継者問題による事業所数の減少に歯止めをかけ、小規模事業者の持続

的発展に寄与し、関係機関との連携を強化することにより、地域の発展に繋げるため以下の項目を目標

に掲げ推進します。 

1. 経営革新計画取得・各種補助金申請策定支援及び金融機関等と連携した創業者の発掘及び創業支援 

2.売上拡大に資するための販路開拓支援 

3.観光資源の有効活用による観光入り込み客数の増加 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者が、今後の経営持続のために何が必要なのか、何が求められているのかを分析し

たうえで、事業を再構築することを目指す 

【目標②】小規模事業者が、消費者のニーズや新たな需要を分析したうえで、販路開拓を強化し、消費者

取引や企業間取引を拡大させることを目指す 

【目標③】小規模事業者が、IT を活用し、販路開拓や生産性向上等を実現させることを目指す 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、小規模事業者を持続的に発展・成長させていくことを目指す。こ

れにより、地域経済と雇用を支える産業の育成・強化を図り、持続可能で活力に満ちた、にぎわいと魅力

のあるまちづくりの創出に寄与する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①】 

小規模事業者が、今後の経営持続のために何が必要なのか、何が求められているのかを分析したうえで、

事業を再構築することを目指す 

【目標①達成のための方針】 

小規模事業者が、今後の経営持続に何が必要なのか、何が求められているのかを分析するために、まず

は地域の経済動向調査として「地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） を実施し、外

部環境を整理する。次に、経営分析により各事業者の経営状況を明らかにする。経営分析では、財務デー

タ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事業

者自らが認識することに重点を置く。 

その後、上記の結果を活用しながら、事業を再構築するための取組を事業計画にまとめる。事業計画策

定後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画の実現を目指す。 

 

【目標②】 

小規模事業者が、消費者のニーズや新たな需要を分析したうえで、販路開拓を強化 、消費者取引や企

業間取引を拡大させることを目指す 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者が、消費者のニーズや新たな需要を分析するための支援として、前項で記載した「地域の

経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用）」だけでなく、「イベントでの商品調査 による個社の

商品調査を支援する。なお当該支援は、調査に留めず、調査結果を活用して商品のブラッシュアップに繋

げることを目指す。 

また、販路開拓の強化に向けた支援として、「展示会等の出展支援」等を実施する。 

 

【目標③】 

小規模事業者が、IT を活用し、販路開拓や生産性向上等を実現させることを目指す 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者が、IT を活用して販路開拓や生産性向上等を実現させるための支援として、経営分析支援

の際に、事業者のデジタル化・IT 活用の状況を分析する。また、事業計画策定支援の際に、DX セミナー

や IT 専門家派遣を行う。さらに、販路開拓支援の際に、「IT 専門家派遣事業」や「SNS を活用した販売促

進支援」を実施する。 

当会内においても、効果的な支援に向けて、IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標④】 

上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済

を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

【目標④達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 法定経営指導員 1名

 経営指導員 1名

 補助員    1名

 記帳専任職員 1名

本庄市役所

経済環境部

支所環境産業課

事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 間々田 尋 

連絡先： 児玉商工会 TEL.0495-72-1556 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒367-0212 

埼玉県本庄市児玉町児玉 325-5 

児玉商工会 

TEL： 0495-72-1556 ／ FAX： 0495-72-1948 

E-mail： kodama@syokoukai.jp 

 

②関係市町村 

〒367-0298 

埼玉県本庄市児玉町八幡山 368 

本庄市役所 経済環境部 支所環境産業課 

TEL： 0495-72-1334 ／ FAX： 0495-72-4216 

E-mail： kdm-sangyo@city.honjo.lg.jp 

 



 

22 
 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

必要な資金の額 600 600 600 600 600 

 研究調査費 350 350 350 350 350 

 支援発達費 250 250 250 250 250 

       

       

       

       

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 
国補助金、埼玉県補助金、本庄市補助金、事業手数料収入、事務委託費 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


